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第１章 総則 

第１節 通則 

（目的） 

第１条 この要綱は、島本町環境保全に関する基本条例（昭和４７年島本町条例第１７号）第４条第３

号の規定に基づき町内において施行される開発行為等に関し、法令等に定めるもののほか必要な基準

を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を促進し、災害を未然に防止するとともに、自然環

境及び生活環境の維持及び向上（以下「環境の保全等」という。）を図り、もって町の均衡ある発展と

公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 開発行為等 開発行為又は建築行為をいう。 

⑵ 開発行為 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１２項に規定する開発行為をいう。 

⑶ 建築行為 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１３号に規定する建築又は同法第

８７条に規定する建築物の用途を変更することをいう。 

⑷ 事業主 開発行為等に係る工事（以下「工事」という。）の請負契約の発注者又は請負契約によ

らないで自らその工事を施行する者をいう。 

⑸ 工事施行者 工事の請負人（下請人を含む。）又は請負契約によらないで自らその工事を施行す

る者をいう。 

 ⑹ 開発者 事業主及び工事施行者をいう。 

 ⑺ 開発施行区域 開発行為等を行う土地の区域をいう。 

 ⑻ 公共施設 都市計画法第４条第１４項に規定する公共施設をいう。 

⑼ 公益施設 行政施設、教育施設、清掃施設その他開発行為に伴い公益上必要となる施設をいう。 

⑽ 中高層建築物 高さが１０メートルを超える建築物（都市計画法第８条第１項第１号に規定する

第１種低層住居専用地域にあっては、軒の高さが７メートルを超える建築物又は地階を除く階数が

３以上の建築物）をいう。 

⑾ 福祉環境整備施設 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第

９１号。第２８条において「バリアフリー法」という。)第２条第１７号に規定する特別特定建築

物並びに大阪府福祉のまちづくり条例（平成４年大阪府条例第３６号。第２８条において「福祉の

まちづくり条例」という。)第１１条に規定する特定建築物及び同条例第３１条第１項に規定する

都市施設のうち多数の者が利用する建築物で身体障害者、高齢者等が等しく利用することができる

よう当該建築物の構造及び設備に関し整備が必要なものをいう。 

 ⑿ ゴルフ場等 ゴルフ場、遊園地及びこれらに類する施設をいう。 



 

 （適用範囲） 

第３条 この要綱は、次に掲げる開発行為等に対して適用する。ただし、第４号の場合において、第１

条の目的に照らし町長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。 

 ⑴ ３００平方メートル以上の開発行為又は延べ面積３００平方メートル以上の建築行為 

 ⑵ 中高層建築物の建築行為 

 ⑶ 福祉環境整備施設の建築行為 

⑷ 既に開発行為等が施行された開発施行区域に隣接し、又は近接して当該開発行為等の施行後２年

以内に行われる同一事業主による開発行為等 

⑸ その他災害の防止又は環境の保全等に関し、町長が必要であると認める開発行為等 

２ 前項の規定にかかわらず、３００平方メートル未満の開発行為又は延べ面積３００平方メートル未

満の建築行為について、第１５条及び第１６条の規定を適用する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。 

 ⑴ 非常災害のため必要な応急措置として行うもの 

 ⑵ その他町長が特に必要であると認めるもの 

  （開発者等の責務） 

第４条 開発者、住民及び町は、この要綱の趣旨を十分理解し、第 1 条の目的が達成されるよう努めな

ければならない。 

（指導及び協力） 

第５条 町長は、開発者に対し、環境の保全等が図れるよう開発行為等について指導することができる。 

２ 開発者は、前項の指導に協力しなければならない。 

 （付近住民の意見の尊重） 

第６条 事業主は、開発行為等の計画について開発施行区域周辺の住民等の意見を尊重するものとし、

説明会等によりあらかじめ必要な調整を図らなければならない。 

第２節 事前協議制度 

（事前協議） 

第７条 事業主は、第３条第１項各号のいずれかに該当する開発行為等を行うため法令等に基づき所管

行政庁に許認可を申請しようとする場合は、あらかじめこの要綱に定める事項について町長と協議し

なければならない。 

２ 前項の協議の完了後（都市計画法第２９条の許可を受けた者にあっては許可後）２年を経過した後

に開発行為等に着手する場合は、その着手前に再度協議を行うものとする。 

 （協議基準） 

第８条 町長は、前条の規定による協議については、次に掲げる事項を勘案して行うものとする。 

 ⑴ 開発施行区域の用途が町及び大阪府の土地利用に関する計画において限定されているときは、そ

の用途に適合していること。 

 ⑵ 開発施行区域内において、第１９条に規定する公共・公益施設が、災害の防止、通行の安全その

他環境の保全等に支障がない構造及び規模又は能力で適正に配置されるように措置されているこ

と。 

 ⑶ 開発施行区域の周辺地域における道路、河川、水路その他の公共・公益施設が、当該開発行為等

の目的及び規模に照らして災害の防止、通行の安全その他環境の保全等に支障がない構造及び規模

若しくは能力で適正に配置され、又は第２０条の規定により整備されるように措置されていること。 

 ⑷ 崖崩れ又は土砂の流出による災害が生じないように擁壁の設置等について措置されていること。 

 ⑸ 開発施行区域における給水に要する施設について、水道事業管理者と協議し、給水に支障がない

構造及び規模又は能力で適正に配置されるように措置されていること。 

 ⑹ その他町長が環境の保全等のため特に必要であると認める事項 

２ 前項各号（第１号を除く。）に規定する措置に関し必要な基準（以下「施行基準」という。）は、別

に定める。 

 （就学前人口等の増加見込みに関する協議） 

第９条 事業主は、開発行為等に伴う就学前人口及び義務教育年齢人口の増加見込みについて、あらか

じめ町長と協議するものとする。 

 （協議内容の変更） 

第１０条 第７条の規定による協議を完了した事業主が、当該協議に係る開発事業の内容を変更しよう

とするときは、その旨を速やかに町長に届け出て協議しなければならない。 



 

第３節 工事施行に当たっての措置等 

（工事施行等に当たっての措置等） 

第１１条 開発者は、工事の施行に当たっては、工事用車両の通行に伴う交通事故、交通渋滞、道路汚

染等及び当該施行による騒音、振動等の防止対策その他施行基準の定めるところにより周辺環境の保

全等を図るための有効な措置を講じなければならない。 

２ 開発行為等の計画及び当該開発行為等に起因して生じた第三者との紛争については、事業主が責任

をもって解決するものとする。 

 （文化財） 

第１２条 開発者は、周知の埋蔵文化財包蔵地又はその地域外において開発行為等を行う場合は、文化

財保護法（昭和２５年法律第２１４号）及び島本町文化財保護条例（平成２０年島本町条例第３号）

を遵守し、所定の手続を経るとともに、計画段階又は工事の施行前において教育委員会と協議しなけ

ればならない。 

２ 開発行為等の施行に伴い発見された埋蔵文化財については、速やかに教育委員会に届け出てその発

掘保存について協議しなければならない。 

 （環境の保全等のための空地の確保及び緑化） 

第１３条 事業主は、開発行為等を行う場合は、施行基準の定めることころにより環境の保全等及び消

防活動のために必要な空地を確保しなければならない。 

２ 事業主は、周囲の環境及び安全並びに円滑な消防活動に影響が生じないように配慮しつつ、積極的

な緑化に努めなければならない。 

（良好な景観の形成） 

第１４条 事業主は、開発行為等を行う場合は、建築物及び工作物の外観等並びに屋外広告物の掲出に

ついて、景観法（平成１６年法律第１１０号）、大阪府景観条例（平成１０年大阪府条例第４４号）、

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）、大阪府屋外広告物条例（昭和２４年大阪府条例第７９号）

その他関係法令等を遵守し、周辺と調和した景観づくりに努めるものとする。 

 （自動車等の駐車場の確保） 

第１５条 事業主は、建築物を建築する場合は、施行基準の定めるところにより自動車及び自転車又は

原動機付自転車を置くための駐車場を確保するよう努めなければならない。 

２ 前項の規定は、この要綱の施行前に行われた住宅の建築について準用する。 

 （最低敷地面積） 

第１６条 事業主は、住宅を建築しようとする場合は、施行基準の定めるところにより当該住宅の種類

及びその敷地の属する用途地域の区分に応じ、敷地面積を確保するよう努めなければならない。 

 （店舗等の後退義務） 

第１７条 事業主は、店舗等を建築しようとする場合は、法令等に特別の定めがある場合を除き、当該

店舗等をその接する道路境界線から１．５メートル以上後退させなければならない。ただし、当該事

業主又は当該店舗等の経営者から道路交通上の支障がない旨の誓約書が町長に提出され、町長がこれ

を承認した場合は、この限りでない。 

 （報告等の要求及び勧告） 

第１８条 町長は、開発者に対し、この要綱の目的達成のため必要な限度において報告若しくは資料の

提出を求め、又は勧告することができる。 

第２章 開発行為等の施行に係る公共施設等の整備 

（開発施行区域内における公共・公益施設の整備） 

第１９条 事業主は、施行基準の定めるところにより開発行為等の内容及び規模に応じ、開発施行区域

内に次に掲げる施設を整備しなければならない。 

 ⑴ 道路 

 ⑵ 公園 

 ⑶ 緑地 

 ⑷ 排水施設 

 ⑸ 消防の用に供する施設 

 ⑹ その他町長が必要であると認める施設 

２ 前項の規定により整備した公共・公益施設の帰属及び管理については、事業主と当該施設を管理す

ることとなる者との間で協議し、定めるものとする。 

 （開発施行区域外における公共・公益施設の整備） 



 

第２０条 町長は、開発行為等の施行に伴い、開発施行区域外において公共・公益施設の整備が必要と

なる場合は、事業主と協議の上、その整備又はその整備に要する費用の全部又は一部を当該開発行為

等を施行しようとする事業主に求めることができる。 

２ 町長及び事業主は、前項の規定による協議が完了した後、当該協議の内容について速やかに協定を

締結するものとする。 

３ 町長が島本町開発行為等における子育て支援協力金に関する要綱の規定に基づき事業主に子育て支

援協力金を求めるときは、その協議等の方法については、前２項の規定にかかわらず、同要綱の定め

るところによる。 

第３章 開発行為等を行う場合の措置等 

 第１節 開発行為等を行う場合の措置（中高層建築物を除く。） 

 （中高層建築物を除く開発行為等を行う場合の説明等） 

第２１条 開発者は、開発行為等を行う場合は、第７条の規定による協議に際し、次に定めるところに

よりその開発行為等に起因する紛争の防止に努めなければならない。 

⑴ 開発施行区域内の公衆の見やすい場所に、開発行為等の計画について掲載した表示板を設置する

こと。 

 ⑵ 施行基準で定める関係住民等に対し、開発行為等の計画等について、十分理解されるような方法

により説明すること。 

 ⑶ その他町長が指導する事項を遵守すること。 

２ 開発者は、関係住民等から開発行為等の計画又は工事施行方法等について協議の申入れを受けた場

合は、これに応じなければならない。 

第２節 開発行為等を行う場合の措置（中高層建築物） 

（中高層建築物についての措置） 

第２２条 事業主は、中高層建築物を建築する場合は、次に定めるところにより防災及び安全のための

対策を講ずるとともに、周囲の自然環境及び生活環境との調和を図るため必要な措置を講じなければ

ならない。 

 ⑴ 中高層建築物の敷地に接続する道路（敷地内の通路を含む。）は、施行基準の定めるところにより

大型消防車両の通行に支障が出ないよう主要な道路に接続されていること。 

 ⑵ 火災等の災害時における住民の安全対策として、施行基準の定めるところにより避難路を設置す

ること。 

 ⑶ 日影の影響について、大阪府建築基準法施行条例（昭和４６年大阪府条例第４号）第６９条の規

定に従うとともに、できる限り周囲の日照が確保されるよう当該中高層建築物の位置、形態等に

配慮すること。 

 ⑷ テレビジョン、ラジオ等の電波の受信の障害（以下「電波障害」という。）に係る事前の調査によ

り電波障害が認められた場合は、事業主は自己の負担で速やかに当該中高層建築物又はそれ以外の

場所に共同受信設備を設置するとともに、その維持管理等について必要な措置を講ずること。 

 （中高層建築物を建築する場合の説明等） 

第２３条 開発者は、中高層建築物を建築する場合は、第７条の規定による協議に際し、次に定めると

ころによりその建築に起因する紛争の防止に努めなければならない。 

 ⑴ 開発施行区域内の公衆の見やすい場所に、開発行為等の計画について掲載した表示板を設置する

こと。 

 ⑵ 施行基準で定める関係住民等に対し、開発行為等の計画、中高層建築物の位置及び規模並びにそ

れにより生ずる日影及び電波障害の予測等について、十分理解されるような方法により説明するこ

と。 

 ⑶ その他町長が指導する事項を遵守すること。 

２ 開発者は、関係住民等から中高層建築物の開発行為等に係る計画又は工事施行方法等について協議

の申入れを受けた場合は、これに応じなければならない。 

第３節 開発行為等を行う場合の措置（共通） 

 （開発者の報告義務） 

第２４条 開発者は、第２１条第１項第２号若しくは前条第１項第２号の規定による説明又は第２１条

第２項若しくは前条第２項の規定による協議を行ったときは、開発行為等に係る関係住民等との協議

結果を町長に報告しなければならない。 

 （関係住民等の意見） 



 

第２５条 関係住民等は、第２１条第１項第２号若しくは第２３条第１項第２号の規定により開発者か

ら受けた説明又は第２１条第２項若しくは第２３条第２項の規定により開発者と協議した事項に関し、

町長に対し意見書を提出することができる。 

 （あっせん） 

第２６条 町長は、前条の意見書が提出され、かつ、意見書の内容に相当の理由があると認められる場

合に限り、必要なあっせんを行うことができる。 

２ 町長は、意見書の提出があったときは、当該意見書の写しを速やかに説明又は協議を行った開発者

に送付するものとする。 

３ 前項の規定により町長から意見書の写しの送付を受けた開発者は、当該意見書の内容に対する見解

を記載した書面（以下「見解書」という。）を速やかに町長に提出しなければならない。 

４ 町長は、前項の見解書の提出があったときは、当該見解書の写しを速やかに意見書を提出した関係

住民等に送付するものとする。 

５ 町長は、あっせんにより紛争が解決する見込みがないと判断するに至ったときは、あっせんを打ち

切ることができる。 

 （工事着手の延期等の要請） 

第２７条 町長は、あっせんのため必要があると認めるときは、事業主に対し、期間を定めて工事着手

の延期又は工事の停止を要請することができる。 

第４節 福祉環境整備施設に関する措置 

第２８条 事業主は、町内において福祉環境整備施設の建築をしようとする場合は、バリアフリー法、

福祉のまちづくり条例その他関係法令等に従うとともに、施行基準を満たすよう努めなければならな

い。 

第５節 ゴルフ場等の開発行為等に関する措置 

第２９条 町長は町内の恵まれた山間部の自然保護とともに、開発行為等に起因する災害を未然に防止

するため、ゴルフ場等の開発行為等については極力抑制することを基本とし、開発行為等の適否の判

断は第８条第１項各号の規定のほか、次に掲げる事項を勘案して総合的に検討するものとする。 

⑴ 町及びその周辺地域の将来の発展に貢献するものであること。 

 ⑵ 自然環境の改変が必要最小限であり、かつ、植生の回復措置が講じられるものであること。 

 ⑶ その他町長が特に必要であると認める事項 

第４章 雑 則 

 （その他） 

第３０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成６年８月１日から施行する。 

２ 宅地開発等に関する指導要綱及び中高層建築物の建築に関する指導要綱は、廃止する 

３ この要綱の施行日前に宅地開発等に関する指導要綱第５条又は中高層建築物の建築に関する指導要

綱第１０条の規定による協議が行われている開発行為等については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成７年１０月１６日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２６年３月１７日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行日前に第７条の規定による協議が行われている開発行為等については、なお従前の

例による。 



 

   島本町開発行為等の適正化及び環境保全等に関する指導要綱施行基準 

 

（平成６年８月１日） 

最近改正 令和４年４月１日  

 

 （要綱第７条関係） 

第１条 島本町開発行為等の適正化及び環境保全等に関する指導要綱（以下「要綱」という。）第７条に

基づく協議を行う事業主は、別紙様式第１号による事前協議書を提出するものとする。 

 （要綱第１１条関係） 

第２条 開発者は、その事業施行によって公害を起し、又は公害を起す恐れがあるときは、その行為を

中止し、原因の除去に努めなければならない。 

２ 事業施行中又は事業完了後において当該開発行為等により公害が発生したと認められる場合は、開

発者は自己の責任において公害防止対策を施行しなければならない。 

３ 住居系用途地域外に主として住宅を目的とする開発行為等を行う場合は、騒音、悪臭、粉塵等の公

害に対処するよう、住居の配置、構造等に配慮しなければならない。 

 （要綱第１３条関係） 

第３条 消防活動を行うために必要な進入路及び消防活動用空地について「消防活動用空地に関する指

導要綱」により町消防本部と協議するものとする。 

 （要綱第１５条関係） 

第４条 自動車及び自転車の駐車場は、原則として次の基準により駐車スペ－スを設置するものとする。 

⑴ １戸建住宅又は長屋建住宅…………１戸当り１台以上の自動車駐車スペ－ス 

⑵ 共同住宅の場合       

１） 自動車駐車場……………建設戸数の１０分の８以上の自動車駐車スペ－ス 

２） 自転車駐車場……………１戸当り２台以上。ただし単身者用は、１台以上 

⑶ その他の開発行為等…………協議するものとする。 

 （要綱第１６条関係） 

第５条 住宅地の造成を目的とする開発行為を行う場合の最低敷地面積は、次に示す一宅地面積を標準

とする。 

⑴ 第１種低層住居専用地域……………………………………１２０平方メートル 

⑵ 第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域及び第２種住居地域     

……………………………………１００平方メートル 

 ⑶ その他の地域は、別途協議するものとする。 

 （要綱第１９条関係） 

第６条 道路築造については、町の道路計画（農林道を含む）に整合させるものとする。 

２ 付近地の土地利用の充実を図るため、道路は隣接境界まで築造するものとし、原則として行き止ま

り道路は禁止する。 

  ただし、やむを得ない場合は、「大阪府道路位置指定基準」によるものとする。 

３ 施行区域への進入道路及び隣接地区への連絡道路にかかる新設又は改良工事を必要とする場合は、

事業主の負担において施行するものとする。 

４ 前３項に定めるもののほか道路については、当該道路管理者と協議するものとする。 

第７条 事業主は、街路灯、防犯灯、ガードレール及びカーブミラー等の安全施設について、町が必要

と認める施設の整備を行うとともに、その費用を負担するものとする。 

第８条 公園等は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）の規定によるものとする。ただし、公園

の最小面積は、１００平方メートル以上とする。 

２ 公園等の位置については、住民が安全に利用できる場所を選定するとともに、周辺の環境保全及び

防災上の避難活動にも適するよう配慮しなければならない。 

第９条 事業主は、施行区域内から流出する雨水、汚水等が有効に排出できるよう必要な整備を行うも

のとし、公共下水道処理区域内の場合には、町の下水道計画に適合させなければならない。 

２ 施行区域外の河川、水路等の改修が必要となる場合は、原則として事業主が排水可能地点まで施行

するものとする。 

３ 第１項の雨水、汚水等を排出する場合は、治水及び水質保全のための管理に関し事前に河川、水利

等の管理者等と協議をするものとする。 



 

第１０条 事業主は、施行区域内に消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２０条第１項の規定による

勧告に係る基準に適合する防火水槽又は消火栓等を設置するものとし、町消防本部と協議をするもの

とする。 

第１１条 事業主は、施行区域内におけるし尿の処理については、次のいずれかの方式によるものとし、

町と協議するものとする。 

⑴ 公共下水道方式 

  この方式により処理する場合は、下水道法（昭和３３年法律第７９号）で定められた処理区域内

で既に供用開始が公示されている区域においては、公共下水道方式とし、計画及び施工について、

「下水道施設設計基準」により町と協議するものとする。 

⑵ 浄化槽方式 

  この方式により処理する場合は、関係機関と協議を行い監督官庁の定める形式基準によるものと

する。 

⑶ 汲取方式 

  この方式により処理する場合は、便槽容積が必要量を充足できるものとし、バキューム車による

汲取り作業が容易となるようにすること。 

２ し尿の処理は、原則として公共下水道方式又は浄化槽方式とする。ただし、周辺地域の事情により

この方式にできない場合にあっては、汲取方式にすることができる。 

３ 水洗式汲取方式は認めないものとする。 

第１２条 事業主は、定点方式のごみ収集に支障がないよう、ごみ集積場所（可燃物及び不燃物に区分

する。）を設置しなければならない。 

２ ごみ集積場所の設置位置、規模、構造等については、「島本町ごみ集積場所の設置に関する基準」に

より町と協議するものとする。 

第１３条 事業主は、５０戸以上の住宅又は共同住宅等を建設するときは、次に示す延べ面積を標準と

して集会所を設置するものとする。 

 ⑴  ５０戸以上１００戸未満………………７０平方メートル 

 ⑵ １００戸以上２００戸未満……………１００平方メートル 

 ⑶ ２００戸以上……………………………１５０平方メートル 

２ 集会所は、原則として公園等に隣接して設置するものとする。 

３ 集会所は、次に示す要件を満たす建築物とする。 

 ⑴ 集会室、給湯室、便所、物置、玄関等で構成され、かつ、電気、給排水、照明、流し台、コンロ、

給湯、衛生、冷暖房、避難誘導等の附属設備を有すること。 

 ⑵ 集会室は、和室又は洋室とするとともに、居室の形状及び住宅等の総戸数に応じた机及び椅子を

設置すること。 

第１４条 事業主は、開発行為等に伴う児童、生徒及び園児等の増加が小学校、中学校及び幼稚園並び

に保育所に著しい影響を与えるおそれがある場合は、その受け入れ態勢について町教育委員会等と協

議するものとする。 

第１５条 道路、水路、公共空地、環境衛生、交通安全、消防水利等の公共施設の設計基準は、関係法

令等によるものとする。 

 （要綱第２１条関係） 

第１６条 要綱第２１条第１項第２号に規定する関係住民等は、次の各号に定めるものとする。 

⑴ 工事中の騒音及び振動にあっては、施行区域の隣接地（隣接地が公共用地の場合は、その対側地）

の建築物の所有者及び居住者 

⑵ 工事中の交通の問題にあっては、当該工事により障害を与える恐れのある建築物の所有者及び居

住者 

⑶ 前２号に定める者の範囲の地元自治会長 

 （要綱第２２条関係） 

第１７条 要綱第２２条第２号に規定する避難路は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、消防法

及び関係法令等によるものとする。 

 （要綱第２３条関係） 

第１８条 要綱第２３条第１項第２号に規定する関係住民等は、次の各号に定めるものとする。 

⑴ 日照障害にあっては、冬至日の真太陽時における午前８時から午後４時まで（測定点は、建築基

準法の規定による。）の間に、当該中高層建築物の日影が及ぶ建築物の所有者及び居住者並びに土



 

地所有者 

⑵ 電波障害にあっては、当該中高層建築物により障害を与える恐れのある範囲内の建築物の所有者

及び居住者 

⑶ 工事中の騒音及び振動にあっては、少なくとも当該中高層建築物の敷地境界線から建築物の高さ

の２倍の距離の範囲内の建築物の所有者及び居住者 

⑷ 工事中の交通の問題にあっては、当該工事により障害を与える恐れのある建築物の所有者及び居

住者 

⑸ 前４号に定める者の範囲の地元自治会長 

（要綱第２８条関係） 

第１９条 事業主は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９

１号）、大阪府福祉のまちづくり条例（平成４年大阪府条例第３６号）その他関係法令等を遵

守し、身体障害者、高齢者、幼児等の利用について十分配慮した計画を策定するものとする。 

附 則 

 この施行基準は、平成６年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この施行基準は、平成７年１０月１６日から施行する。 

   附 則 

 この施行基準は、平成２６年３月１７日から施行する。 

   附 則 

 この施行基準は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この施行基準は、平成２６年１１月１日から施行する。 

   附 則 

 この施行基準は、平成２８年５月１０日から施行する。 

   附 則 

 この施行基準は、平成３１年４月１５日から施行する。 

   附 則 

 この施行基準は、令和３年７月１日から施行する。 

附 則 

 この施行基準は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 



 

（様式第１号） 

 

開発行為等に関する事前協議書 
 

                                年  月  日 

 

  島 本 町 長  様  

                    住 所 

                   （所在地） 

               協議申出者 

                    氏 名                

                 （名称及び代表者） 

                    ℡ 

 

                    住 所 

               代理人 

                    氏 名                

                    ℡ 

 

 島本町開発行為等の適正化及び環境保全等に関する指導要綱第７条第１項の規定に基づ

き次のとおり関係書類を添えて事前協議を申出いたします。 

 

施 行 区 域 の  

地 名 ・ 地 番  

大阪府三島郡島本町 

 

土 地 所 有 者 の 

住 所 ・ 氏 名 

 

 

事 業 の 目 的 

及 び 内 容 

 

 

施 行 区 域 の 面 積 
 

地 目  
 

都 市 計 画 区 域 

 

区 分 等 

市 街 化 区 域 

 

市 街 化 調 整 区 域 

用 途 地 域  

宅造規制区域 

内 ・ 外 

砂防区域 

内 ・ 外 

そ の 他 

 

建 築 物 の 

概 要 

用 途  戸 数   棟  戸 高さ   ｍ 

階 数 階 構 造  

接 続 道 路  

水 路 ･里 道 の 有 ･無  工 期 年  月～    年  月 

（備考） 

添 付 書 類 

□委任状  □位置図 □現況図 □地籍図 □土地の登記事項証明書  

□土地利用計画図  □予定建築物概要図  □排水施設計画平面図   

□求積図  □日影図等(※ ) □電波障害調査書 (※ ) 

□説明会等経過報告書 □説明会等対象範囲図 □排水協議書 

□表示板の写真等  □その他の図書 

※印は中高層建築物の場合に添付 

 



 

 この事前協議書は、本申請の前に関係課等と意見を調整するためのものですから、次に

示す必要書類及び図書等を作成し、番号順に添付のうえ提出してください。 

 

 

 提 出 部 数………１７部   正１部・副１部及び関係各課との協議用…１５部 

 

 

（添 付 書 類） 

１．委 任 状 （様式第２号） 

２．位 置 図 １／２，５００以上の地図に表示 

３．現 況 図 原則１／２５０の平面図  

４．地 籍 図 ( 公 図 ) 正本には原本を添付する。 

５．土地の登記事項証明書 
正本には原本を添付する (協議申出者と土地所有者の名義が

異なる場合はつながる書類)。 

６．土 地 利 用 計 画 図 公共施設の形態を明示したもの。 

７．予 定 建 築 物 概 要 図 建築物の建築を予定している場合 平面図・立面図 

８．排水施設計画平面図 原則１／２５０の図面に表示  

９．求 積 図 全体及び土地利用内容ごとの面積がわかるもの。 

12．説明会等経過報告書 
（様式第４号） 

地元自治会長、関係住民等に対する説明会等経過報告書 

13．説明会等対象範囲図 説明会等の対象とした地域を示したもの。 

14．排 水 協 議 書 関係機関との協議書 

15. 事 前 公 開 の 

  表 示 板 の 写 真 等 

（様式第５号）に貼付したもの。 

要綱第２１条又は第２３条に規定する開発行為等の計画につ

いて掲載した表示板（第３号様式）を写したもの（１枚）。並

びに敷地及び敷地の周辺状況を写したもの (１枚以上で必要

枚数）。 

16. そ の 他 の 図 書 
上記１ .～ 15.以外で町長が特に必要と認め提出を求める図書

等 

 

 備考欄には、開発行為等を行うことについて農地法、その他の法令による許可・認可等

を要する場合にあっては、その状況等について記入してください。 

 

中高層建築物の場合は、下記の書類を追加する。  

 

10．日 影 図 等 

 予定建築物の冬至の日の午前８時から午後４時までの１時

間ごとの日影を記入し、影響を及ぼす範囲の現況平面図  (建

物及び土地の地番並びにこれらの所有者及び居住者の住所・

氏名を記入したもの)。 

11．電 波 障 害 調 査 書 机上調査書・現地調査書等  

 



 

（様式第２号） 

 

 

委  任  状 
 

 

 

 私は、                      氏を代理人と定め下記の行為 

 

を委任いたします。 

 

 

記 

 

 

 １．島本町開発行為等の適正化及び環境保全に関する指導要綱に基づく開発行為等の事  

 

  前協議等の書類手続・受理に関する一切の件  

 

 

 ２．施行区域の地名・地番 

 

     大阪府三島郡島本町 

 

 

 

                              年   月   日 

 

 

      （協議申出者） 

 

            住  所 

            （所在地） 

 

 

            氏  名                      

            （代表者） 

 

※個人の場合は署名、法人の場合は記名押印可  



 

（第３号様式） 

  

 

                   ９０㎝以上 

 

 

予 定 建 築 物 の 概 要             

地 名・地 番 大阪府三島郡島本町 計画概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物の用途  

敷 地 面 積         ㎡ 建築面積   ㎡ 

延 べ 面 積   ㎡ 高  さ   ｍ 

 

構造及び棟数 

 

地上 

造   階建  棟 

地下 

事 業 主 の 

住 所 ・ 氏 名       

 

        ℡ 

工事施行者の 

住 所 ・ 氏 名       

 

        ℡ 

工 事 の 

予 定 期 間       
年 月 日 ～ 年 月 日 

・上記計画等についての問合せ先 

  住所 

  氏名 

  ℡           担当者名 

・この表示板は、島本町開発行為等の適正化及び環境保全等に関する指導要

綱の規定により設置したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

      Ｇ．Ｌ 

 

 

（備考）１．表示板の周囲は、赤色で幅１ cm の縁取りをすること。 

    ２．各項目のしきり線は、赤色とすること。 

    ３．表示板の文字は、黒色とすること。  

    ４．この表示板は、風雨等により容易に破損・倒壊しない材料及び構造で作成 

     すること。 

    ５．塗料は、雨等により不鮮明にならないものを使用すること。  

    ６．計画に変更が生じた場合は、その都度修正すること。  

    ７．表示板は、開発行為等の完了日まで設置しておくこと。  

    ８．要綱第２１条に規定する表示板については、Ａ２サイズ以上とすることがで

きる。 

    

８

０

㎝

以

上

 
 

 
 

 
 

 
 

９ 

０ 

㎝ 

以 

上 



 

（様式第４号） 

 

 

説明会等経過報告書 
 

                                 年  月  日 

 

  島 本 町 長  様  

 

                    住  所 

                   （所在地） 

              事業主   

                    氏  名                

                   （代表者） 

 

 

                    住  所 

              設計者又は 

              工事管理者 

                    氏  名                

 

 

 大阪府三島郡島本町  （  開発行為等の位置  [地番] を記入   ）  に施行す 

 

る  （   開発行為等の名称を記入    ）  の開発行為等について、島本町開発  

 

行為等の適正化及び環境保全等に関する指導要綱の規定により説明を行いましたので、 

 

その経過を別紙のとおり報告いたします。 

 

 なお、この報告事項は事実に基づくものを記載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 本様式を表紙とし、出席者の氏名及び住所等を記載した名簿・及び説明の概要書

（日時・回数・場所・説明内容・主な質疑応答を記録した書類）を作成し、添付し

てください。 

    また、説明において使用した資料等があるときには、併せて添付してください (写

しで可)。 



 

（様式第５号） 

                                Ｎｏ．１ 

事 前 公 開 の 表 示 板 の 写 真 

１ 
 

 
 

枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              （撮影日・    年  月  日） 

敷 地 及 び 敷 地 周 辺 状 況 の 写 真 

枚
の
内 

１
枚
目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              （撮影日・    年  月  日） 

 

 


